
 

船舶事故等調査報告書 

平成２６年４月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１３広第１２３号 

事故等種類 漁具損傷 

発生日時 平成２５年５月２３日 ０４時４０分ごろ 

発生場所 香川県丸亀市丸亀港北西方沖 

丸亀港昭和町防波堤灯台から真方位３０３°１,４００ｍ付近 

（概位 北緯３４°１８.７′ 東経１３３°４５.３′） 

事故等調査の経過  平成２５年７月１８日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 第八蛭子
え び す

丸、２９９トン 

   １３２７７０、新蛭子商船有限会社 

Ｂ 漁船 信
しん

栄
えい

丸、４.１トン 

   ＫＡ３－３０２１９（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、五級海技士（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 漁網が切断 

 事故等の経過 Ａ船は、船長Ａほか３人が乗り組み、鋼材約１,０１４ｔを積載

し、船首約３.３ｍ、船尾約４.４ｍの喫水により、船長Ａが、単独で

船橋当直に就き、レーダー及びＧＰＳを使用しながら、約７.５ノッ

トの対地速力で丸亀港北西方沖を北東進中、前方に複数の漁船、紅灯

及び緑灯を認め、右転して減速したが、平成２５年５月２３日０４時

４０分ごろ、Ｂ船の流し網を通過し、衝撃や音を感じなかったので、

航行を続けて丸亀港へ入港した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、丸亀港北西方沖で長さ約１,０

００ｍのさわら流し網を南北方向に入れ、網の南側で漂泊して操業

中、船長Ｂが、流し網に接近して来るＡ船を認め、動静を監視してい

たところ、流し網の北側の標識灯がＡ船の船体で隠れたので、Ａ船が

流し網の上を通過したことに気付き、揚網したところ、流し網が損傷

していることを認めた。 

船長Ａは、丸亀港に入港後、Ｂ船で追い掛けて来た船長Ｂから流し

網を損傷したことを知らされた。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 北西、風力 ４、視界 良好 

海象：潮汐 上げ潮の初期 

日出時刻：０４時５８分ごろ 



 

 その他の事項 

 

Ａ船は、丸亀港沖を週に１～２回通航しており、船長Ａは、本事故

発生場所付近でさわら流し網の操業が行われていることを知ってい

た。 

Ｂ船の流し網は、網の北端に紅色の標識灯を、南端に緑色の標識灯

をそれぞれ１つずつ点灯していた。 

船長Ｂは、本事故までに網に接触しそうな船がいたときには、Ｂ船

の黄色回転灯を回しながら、接近して注意喚起を行っていたが、本事

故当時は、Ａ船が流し網を至近距離で通過するものと思い、動静を監

視していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、丸亀港北西方沖を南東進中、船長Ａが、Ｂ船の流し網の上

を通過したことから、同網を損傷したものと考えられる。 

Ｂ船は、丸亀港北西方沖で漂泊してさわら流し網の操業中、船長Ｂ

が、接近して来るＡ船が流し網の至近距離を通過するものと思い、動

静を監視していたものと考えられる。 

船長Ｂは、操業中の流し網に接近するＡ船を認めた際、注意喚起を

行っていれば、本事故を回避できた可能性があると考えられる。 

原因 本事故は、日出前の薄明時、丸亀港北西方沖において、Ａ船が南東

進中、Ｂ船が漂泊してさわら流し網の操業中、Ａ船がＢ船の流し網の

上を通過したため、発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・前路に操業中の流し網を認めたときには、大きく避航すること。 

・他船に注意喚起等を行うときは、汽笛等を適切に使用し、早めに

行うこと。 

・流し網には中間にも標識灯を設置することが望ましい。 

 


